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中央建設業審議会の所掌事務の追加 （改正物流効率化法関係）

○物資の流通の効率化に関する法律（平成１７年法律第８５号） （抄）

（勧告及び命令）
第四十九条 荷主事業所管大臣は、特定荷主の第四十二条第一項又は第四項
に規定する措置の実施に関する状況が、第四十三条第一項に規定する判断
の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当
該特定荷主に対し、その判断の根拠を示して、当該措置をとるべき旨の勧
告をすることができる。

２ 荷主事業所管大臣は、前項の勧告を受けた特定荷主がその勧告に従わな
かったときは、その旨を公表することができる。

３ 荷主事業所管大臣は、第一項の勧告を受けた特定荷主が、正当な理由が
なくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、政令で定める審議会等
（国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第八条に規定する機関
をいう。第六十八条第三項において同じ。）の意見を聴いて、当該特定荷
主に対し、当該措置をとるべきことを命ずることができる。

○物資の流通の効率化に関する法律施行令（平成１７年政令第２９８号）（抄）

（特定荷主に対する命令に際し意見を聴く審議会等）
第八条 法第四十九条第三項の政令で定める審議会等は、産業構造審議会
（同条第一項の勧告に係る措置が次の各号に掲げる事業に係るものである
場合にあっては、産業構造審議会及び当該各号に定める審議会）とする。
一～三 （略）
四 建設業 中央建設業審議会
五 （略）

○建設業法 （昭和２４年法律第１００号）（抄）

（政令への委任）
第三十九条 この章に規定するもののほか、中央建設業
審議会の所掌事務その他中央建設業審議会について必
要な事項は、政令で定める。

〇建設業法施行令 （昭和３１年政令第２７３号）（抄）

（中央建設業審議会の所掌事務）
第四十八条 中央建設業審議会は、法によりその権限に
属させられた事項のほか、資源の有効な利用の促進に
関する法律（平成三年法律第四十八号）第十七条第三
項及び第六十二条第三項、物資の流通の効率化に関す
る法律（平成十七年法律第八十五号）第四十九条第三
項並びにプラスチックに係る資源循環の促進等に関す
る法律（令和三年法律第六十号）第四十六条第五項の
規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

改正物流効率化法（物資の流通の効率化に関する法律※）により、年間９万トン以上の貨物の受渡しを行う建設業者に
よる物流効率化に資する措置が著しく不十分であるときは、地方整備局長等は勧告することができるとされたところ。
なお、建設業者がこの勧告に係る措置をとらない場合は、国土交通大臣は、中央建設業審議会の意見を聴いて、当該
措置をとるべきことを命ずることができることとされた。
※）令和６年５月の法改正により、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」が「物資の流通の効率化に関する法律」に改称

施行：令和８年４月１日
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「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律 及び 貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」 の概要

１．荷主・物流事業者に対する規制的措置 【流通業務総合効率化法】

○物流は国民生活・経済を支える社会インフラ。物流産業を魅力ある職場とするため、働き方改革に関する法律が2024年４月から適用される一方、
物流の停滞が懸念される「2024年問題」に直面。
・ 何も対策を講じなければ輸送力不足の可能性。
・ 荷主企業、物流事業者（運送・倉庫等）、一般消費者が協力して我が国の物流を支えるための環境を整備。
○軽トラック運送業において、死亡・重傷事故件数は最近6年で倍増。
→以下の施策を講じることにより、物流の持続的成長を図ることが必要。

背景・必要性

改正法の概要

【荷主等が取り組むべき措置の例】＜パレットの導入＞

バラ積み・バラ降ろしに
よる非効率な荷役作業

パレットの利用による
荷役時間の短縮

○運送契約の締結等に際して、提供する役務の内容やその対価（附帯業務料、燃料サーチャージ等を含む。）等について記載した書面による交
付等を義務付け＊2。

○元請事業者に対し、実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成を義務付け。
○下請事業者への発注適正化について努力義務＊3 を課すとともに、一定規模以上の事業者に対し、当該適正化に関する管理規程の作成、責任者の選
任を義務付け。

＊2・3 下請関係に入る利用運送事業者にも適用。

○軽トラック事業者に対し、①必要な法令等の知識を担保するための管理者選任と講習受講、②国交大臣への事故報告を義務付け。
○国交省HPにおける公表対象に、軽トラック事業者に係る事故報告・安全確保命令に関する情報等を追加。

２．トラック事業者の取引に対する規制的措置 【貨物自動車運送事業法】

３．軽トラック事業者に対する規制的措置 【貨物自動車運送事業法】

○①荷主＊1（発荷主・着荷主） 、②物流事業者（トラック、鉄道、港湾運送、航空運送、倉庫）
に対し、物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務を課し、当該措置について国が判
断基準を策定。
＊1 元請トラック事業者、利用運送事業者には荷主に協力する努力義務を課す。また、フランチャイズチェーンの本部にも荷主に準ずる義務を課す。
○上記①②の取組状況について、国が当該判断基準に基づき指導・助言、調査・公表を実施。
○上記①②のうち一定規模以上のもの（特定事業者）に対し、中長期計画の作成や定期報告等を義務
付け、中長期計画の実施状況が不十分な場合、国が勧告・命令を実施。

○特定事業者のうち荷主には物流統括管理者の選任を義務付け。
※法律の名称を変更。
※鉄道・運輸機構の業務に、大臣認定事業の実施に必要な資金の出資を追加。〈予算〉

一部を除き令和７年４月１日施行

⇒令和８年４月１日施行

令和７年４月１日施行

⇒令和８年４月１日施行

令和７年４月１日施行

（公布日：令和６年５月15日）
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